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令和８年４月吉日 

お客様各位 

花巻農業協同組合 

金融取引諸手数料の新設・改定について 

日頃よりＪＡ事業について格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、当ＪＡでは、令和８年５月１日（金）および令和８年７月１日（水）より、金融取

引諸手数料について以下の通り新設・改定させていただくこととなりましたのでお知らせ

いたします。 

今後ともより一層のサービス向上に努めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜り

ますよう、よろしくお願い申し上げます。 

記 

１．新 設 

（１）貯金関係手数料（令和８年５月１日より）

※１…破産管財人、相続財産清算人、不在者財産管理人、遺言執行者、遺言整理受任者の

口座開設時に徴収。 

（２）貸出関係手数料（令和８年５月１日より）

※２…農業資金は除く。

※３…金利、返済期間、債務者変更等。

種 類 区分／料金基準 金 額 （税込） 

残高証明書発行 監査法人向け 3,300 円

破産管財人等 
口座開設手数料（※１） 

１冊につき 16,500円

種 類 区 分 料金基準 金 額 （税込） 

住 宅 ロ ー ン 固定金利再選択 １件につき 3,300 円   

住 宅 ロ ー ン 
以外の資金（※２） 

一部繰上返済 １件につき 3,300 円   

全部繰上返済 １件につき 3,300 円   

賃貸住宅資金 

融資取扱手数料 １件につき 110,000円   

一部繰上返済 １件につき 5,500 円   

全部繰上返済 １件につき 5,500 円   

条件変更 （※３） １件につき 5,500 円   
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２．改 定 

（１）貯金関係手数料（令和８年５月１日より） 

 ※４…１種類（コメント種類ごと）の送信依頼につき 5,500円徴収。 

 ※５…自動送信データ１件につき 3,300円徴収。 

 

（２）貸出関係手数料（令和８年５月１日より） 

 ※６…実行日から７年以内の場合。 

 

（３）為替手数料（令和８年７月１日より） 

   

以 上 

種  類 区  分 
改 定 前 改 定 後 

料金基準 料金基準 

媒体持込手数料 
紙 １件につき １種類につき（※４） 

USB、CD 等 １件につき １送信につき（※５） 

種  類 区  分 
改 定 前 改 定 後 

金 額 （税込） 金 額 （税込） 

住宅ローン 

融資取扱手数料 33,000円    55,000円    

一部繰上返済 3,300 円    5,500 円    

全部繰上返済（※６） 3,300 円    5,500 円    

種 類 区 分 

改 定 前 改 定 後 

料 金 基 準 金 額 （税込） 金 額 （税込） 

振込手数料 

窓 口 

（文書扱含） 

僚 店 宛 
３万円未満 330 円 

一律 550円 
３万円以上 550 円 

県内・県外 
系 統 宛  

３万円未満 330 円 
一律 550円 

３万円以上 550 円 

他 行 宛 
３万円未満 660 円 

一律 880円 
３万円以上 880 円 

定時自動 

送 金 

僚 店 宛  
３万円未満 220 円 

一律 440円 
３万円以上 440 円 

県内・県外  

系 統 宛  

３万円未満 220 円 
一律 440円 

３万円以上 440 円 

他 行 宛 
３万円未満 550 円 

一律 770円 
３万円以上 770 円 


